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第１ 計画策定にあたって 

 

「福島県障がい者工賃向上プラン」は、「福島県障がい福祉計画」の柱のひとつであ

る福祉施設における工賃向上及び一般就労への移行促進を具体的に推進するための実

施計画として、国の経済財政改革基本方針２００７「成長力底上げ戦略」の「工賃倍増

５カ年計画」に基づき、平成１９年度に策定されました。 

また、平成２４年度には、国が「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針を示

し、本県では、国指針に基づき、平成２６年度までの目標工賃や推進方策を盛り込ん

だ３年間の「新・福島県障がい者工賃向上プラン」を策定しました。 

続く平成２７年度においても、国が示した基本的な指針に基づき、平成２９年度ま

での目標工賃や推進方策を盛り込んだ３年間の「第３期福島県障がい者工賃向上プラ

ン」を、平成３０年度においても、国が示した基本的な指針に基づき、前プランの目標

や施策の柱だてを踏襲しつつ、東日本大震災の継続課題等を考慮した改訂改定を行い

ました。 

就労継続支援 B 型事業所を利用されている障がいのある方の工賃向上を総合的に推

進するため様々な取組を実施し、福島県の工賃は向上してきましたが、目標であった

月額２万円の達成には至っておらず、県の平均額は依然として全国平均を下回ってい

ます。 

こうした工賃の現状及び工賃向上に向けた各事業所の課題に対処するため、就労継

続支援 B 型事業所及び障がいのある方の工賃についての考え方や地域生活のために必

要な経費を把握するとともに、これまでの取組を振り返り、現状や課題を踏まえた上

で、関係者が一丸となって障がいのある方の生活の充実を目指して「第５期福島県障

がい者工賃向上プラン」を策定します。 
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第２ 計画の位置付け 

 

１ 位置付け 

 

  「第５期福島県障がい者工賃向上プラン」は、障がいのある方の自立と社会参加

の促進を目指して策定した「福島県障がい福祉計画」の柱のひとつである就労継続

支援 B 型事業所で働く障がいのある方の工賃向上及び一般就労への移行促進を具体

的に推進するための実施計画として位置付けられるものです。 

 

２ 計画期間 

 

  令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

 

３ 対象事業所 

 

  就労継続支援 B 型事業所とします。 

                          （令和２年 3 月 31 日現在） 

事業所種別 事業所数（カ所） 定員（人） 

就労継続支援 B 型 216 4,961 

 

 

 

 

 

 

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

福島県障がい者工賃向上プラン

新・福島県障がい者工賃向上プラン

第3期福島県障がい者工賃向上プラン

第4期福島県障がい者工賃向上プラン

第5期福島県障がい者工賃向上プラン（案）
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第３ 前計画「第４期福島県障がい者工賃向上プラン」の振り返り 

 

１ 主な実施事業とその実績について 

 就労継続支援 B 型事業所の工賃向上のために「第４期福島県障がい者工賃向上プ

ラン」の計画期間（平成 30 年度～令和 2 年度）をとおして下記の事業等に取り組み

ました。 

 

（１）授産振興対策事業 

授産事業振興会へ活動費を助成し、事業所製品の販路拡大を目的としたアンテナシ

ョップの開催や新商品開発コンクール、工賃向上計画推進会議を開催しました。 

 

① 新商品開発コンクール 

 事業所の商品開発を促進するため、新商品開発コンクールを開催しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

金  賞 

（食品） 
えごまサブレ ゆずピール 

ふくたね（アーモン

ドチョコレート） 

銀  賞 

（食品） 
ぎっしりトマト 

まろやかえごまド

レッシング 
キャロットケーキ 

金  賞 

（非食品） 
本革ペンケース 七味入れ 

藍染ウールストー

ル 

銀  賞 

（非食品） 

塩小法師・胡椒小法

師 
革のコインケース 歯ブラシスタンド 

福島民報社賞 生キャラメル 
会津木綿しおり＆

ポーチ 

オニクオイシクナ

ール 

福島民友新聞社賞 にこにこまな板 季節の野菜タルト 
マスク＆マスクケ

ース 

農福連携特別賞 リンゴジュース ビーツチップス 
りんご豆乳ブレッ

ド 
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② アンテナショップの開催 

 福島市、郡山市、いわき市において、アンテナショップを開催しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

福島会場売上（円） 2,331,250  1,980,890  270,520 

郡山会場売上（円） 1,226,060  1,391,260  469,650 

いわき会場売（円） 1,883,330  1,243,430   822,010 

合   計（円） 5,440,640  4,615,580  1,562,180 

 

③ 経営意識向上研修事業 

 事業所の所長等を対象として経営意識を高めるための研修を実施しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

開催回数（回） 2(郡山 2) 2(郡山 2) 2(郡山 2) 

参加事業所数（カ

所） 

21 21 12 

 

参加者数（人） 24 24 16 

 

④ 工賃向上計画推進管理事業 

 工賃向上計画の進行管理を行うため工賃向上計画推進会議を開催しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

開催回数（回） 1 1 1 

 

（２）障がい者就労支援事業所支援コーディネーター事業 

 東日本大震災の影響を受けた県内の事業所を支援するため、共同受注や展示販売会、

経営相談等を行いました。 

 

① 企業等訪問、共同受注実績等 

 製品や下請け作業の受注のために企業、官公庁等の訪問を行いました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年 

訪問企業等数（カ所） 255 229 185 

累計企業等訪問回数

（回） 

1,221 1,170 918 

受注件数（件） 147 529 366 

受注額（円） 9,542,523 17,316,180 7,402,616 
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② 展示販売会等売上 

 イベント・企業、県庁舎等で販売会を開催しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

イベント・企業（円） 7,261,322 7,400,901 9,081,181 

県外販売会（円） 1,351,852 1,523,535 687,035 

県庁販売会（円） 1,872,613 1,518,880 1,984,345 

常設・定例販売会（円） 3,287,927 5,158,749 2,230,259 

福祉の店あいづ（円） 581,510 447,740 807,130 

合   計（円） 14,355,224 16,049,805 14,789,950 

 

③ 経営相談員活動状況 

 中小企業診断士等が事業所を訪問し、経営相談を行いました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

訪問事業所数（カ

所） 

12 4 10 

 

累計相談等回数（回） 40 13 23 

 

④ 先進地視察研修の実施 

効果的な工賃向上に取り組む県外の事業所を視察しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

参加事業所数（カ

所） 

31 26 新型コロナウイルス

感染防止のため中止 

参加者数（人） 51 36 

 

（３）農福連携による障がい者の就農促進事業 

農業分野での障がい者の就労を支援し、障がい者の職域・収入拡大を図るため、農

業と福祉の連携を支援しました。 
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① 研修会の開催 

農福連携について理解を深め、工賃向上につなげるため研修会を開催しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

参加事業所等の数

（カ所） 

46 70 83 

参加者数（人） 69 135 100 

 

② 農家等への障がい者の派遣 

ＪＡや市町村等と連携し、人手不足の農家等への障がい者の派遣調整を行いました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

派遣先（カ所） 22 68 109 

派遣人数（人） 917 2,246 4,866 

 

③ マルシェの開催 

事業所で生産された野菜や果物、加工品等の販売を支援するため、県内外においてマ

ルシェを開催しました。※アンテナショップ等との併設開催を含む。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

開催回数（回） 19 18 13 

 

④ 農業技術の指導等 

農業や農産物の加工に取り組む事業所へ、栽培や加工などの技術に係る指導、助言

を行うアドバイザーを派遣しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

派遣先（カ所） 3 3 2 

派遣回数（回） 7 7 6 

 

⑤ 加工食品の企画、開発等の支援 

県産農産物を用いたジュース等の企画、開発等を支援しました。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

品数（品） 2 2 3 

 

（４） 障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づく取組 

 平成 25 年度から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推
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進等に関する法律」に基づき「福島県障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を

策定し、障がい者就労施設等からの物品等の調達に取り組みました。  

① 障がい者就労施設等からの物品等調達目標、調達実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

調達目標額（千円） 30,500 30,500 30,500 

調達実績額（千円） 27,734 23,124 ※集計中 

【参考】 令和元年度県内 59 市町村実績額合計 58,443 千円 

２ 平成 30年度から令和元年度の工賃について 

（１） 工賃推移について 

平成 30 年度に月額 14,758 円だった工賃は、令和元年度には、14,926 円となり、平

成 30 年度から 168 円向上しました。 

時間額については、平成 30 年度の 188.3 円から令和元年度には 191.2 円 2.9 円向上

しました。 

年度 

月額/ 

時間額 

目標工賃 

（円） 

対象事業

所（カ

所） 

福島県平均 

工賃（円） 

全国平均 

工賃（円） 

月額全国 

順位（位） 

18 月額 － 61 9,540 12,222 44 

19 月額 20,000 67 11,034 12,600 36 

20 月額 20,000 92 11,278 12,587 35 

21 月額 20,000 98 10,977 12,695 39 

22 月額 20,000 118 11,241 13,079 41 

23 月額 20,000 138 11,414 13,586 41 

24 
月額 20,000 

152 
12,056 14,190 

41 
時間額 151 150.7 176 

25 
月額 20,000 

163 
12,842 14,437 

40 
時間額 151 159.9 178 

26 
月額 20,000 

172 
13,571 14,838 

38 
時間額 151 166.7 187 

27 
月額 20,000 

182 
14,205 15,033 

34 
時間額 194 176.1 193 

28 
月額 20,000 

186 
14,424 15,295 

35 
時間額 194 181.6 199 
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29 
月額 20,000 

198 
14,602 15,603 

34 
時間額 194 183.1 205 

30 
月額 20,000 

204 
14,758 16,118 

38 
時間額 194 188.3 214 

R1 
月額 20,000 

208 
14,926 16,369 

41 
時間額 194 191.2 ※未公表 

R2 
月額 20,000 

 
  

※集計中 
時間額 194   

 

【福島県、全国月額工賃推移図】 

 

 

（２）方部毎の工賃について 

県内 7 方部すべてに B 型事業所があり、県北、県中方部に特に集中している状況で

す。 

相双、いわき方部の工賃が最も高く、安定的に高い工賃を支払っていますが、南会

津方部の工賃が著しく低く、次いで B 型事業所が集中している県北、県中方部での工

賃が低くなっています。 
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11,034
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8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000
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【方部毎工賃】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）令和元年度事業所毎の工賃分布について 

月額平均工賃 10,000 円～19,999 円の事業所が 112 カ所と最も多く 54％を占め、次

いで 5,000 円～9,999 円の事業所が 48 カ所となり 23％を占めています。 

 30,000 円を超える事業所 11 カ所ある一方、月額工賃が 5,000 円以下の事業所が 9

カ所あります。 

 

【月額工賃毎の事業所数】 

 

（４）事業所毎の工賃の推移（平成 30 年度～令和元年度工賃実績との比較） 

平成 30 年度から令和元年度にかけて月額平均工賃が向上した事業所が 114 カ所、

時間額平均工賃が向上した事業所が 113 カ所となっており、66.5％の事業所の月額平

均工賃、64.7％の事業所の時間額平均工賃が向上しています。 

 

【月額平均工賃推移】（調査対象事業所数 199 カ所） 

※令和元年度報告事業所のうち、令和元年度新規指定事業所を除いた事業所数 

 工賃が向上 工賃が下降 

事業所数（カ所） 114 85 

割合（％） 57.3 42.7 

 

月額平均工賃
（円）

0～4,999
5,000～
9,999

10,000～
19,999

20,000～
24,999

25,000～
29,999

30,000～
44,999

45,000～ 合計

事業所数
（カ所）

9 48 112 16 12 11 0

割合（％） 4% 23% 54% 8% 6% 5% 0%

208

事業所数
（カ所）

月額工賃
（円）

時間額工
賃（円）

事業所数
（カ所）

月額工賃
（円）

時間額工
賃（円）

64 13,428.5 183.3 65 13,604.0 185.0

54 13,486.2 161.1 55 13,780.0 182.1

14 16,644.0 180.9 15 16,399.0 191.1

24 15,604.9 201.3 24 16,329.0 211.7

4 9,748.5 93.4 4 9,174.0 110.6

19 17,270.1 227.5 19 16,779.0 250.9

25 17,510.8 201.7 26 17,215.0 204.5

平成30年度 令和元年度
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【時間額平均工賃推移】（調査対象事業所数 199 カ所） 

 工賃が向上 工賃が下降 

事業所数（カ所） 113 84 

割合（％） 56.8 42.2 

                          ※同額が２事業所 

（５）令和元年度目標工賃等達成状況 

 令和元年度の月額平均工賃の最低額は 3,031 円、最高額は 42,210 円となっていま

す。 

県の目標工賃 20,000 円を超えている事業所は 39 カ所、令和元年度の県の平均工賃

月額 14,926 円を超えている事業所は 65 カ所となっています。 

 

第４ 計画対象事業所について 

令和 2 年 3 月 31 日現在の計画対象事業所は次のとおりです。 

 

（１）事業所数等 

 

 

 

 

（２）定員規模毎の事業所数 

 

 

第５ 計画対象事業所を利用する障がいのある方について 

 令和元年度に計画対象事業所を利用する障がいのある方に対して「在宅障がい者及

びグループホーム生活者の実態調査」（以下「生活調査」という。）を実施しました。 

 

１ 障がいのある方の収入について 

主な収入の内訳として、年金と回答した障がいのある方が 57％と最も多くなり、次

いで工賃の回答が 51％となりました。 

また、障害基礎年金 1 級を受給している障がいのある方が 15％、2 級を受給してい

20人以下
21人～
30人

31人～
40人

41人～
50人

51人以上 合計

事業所数
（カ所）

156 34 22 2 2

割合（％） 72% 16% 10% 1% 1%
216

事業所数（カ所） 定員数（人） 利用者数（人）

216 5,682 4,961
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る障がいのある方が 54％となり、合計で 69％の障がいのある方が障害基礎年金を受

給しており、障害基礎年金と工賃が主たる収入となっています。 

 

２ 月額の生活費について 

調査に協力していただいた障がいのある方（回答のあった障がいのある方 208 人の

平均により算出）の平均月額収入は 92,867 円、平均月額支出は 99,724 円となりまし

た。 

支出が収入を上回り、月額平均では 6,857 円の赤字となっています。 

 

収   入  支   出 

項 目 金 額（円）  項 目 金 額（円） 

障害基礎年金 60,842  家賃 25,671 

家賃補助 5,589  事業所利用料 5,944 

福祉手当・交通費助成 7,066  弁当、給食代 8,792 

工賃 14,505  医療費 4,583 

親族等からの援助 4,526  国保税 9,389 

その他 339  交通費 6,163 

収 入 計 92,867  電気、ガス、水道 12,731 

※ 生活保護費、東京電力補償金、遺族年金等 ホーム生活費 19,917 

電話、携帯電話 6,322 

その他 212 

支 出 計 99,724 

※ たばこ代、書籍代等 

 

３ 障がいのある方の経済状況について 

 

「貯金は、ありますか？」に対して、「はい」と回答する障がいのある方が 67％いま

したが、年収額は、20 万円未満と回答する方が最も多く、250 万円を越える方は１人

もいないという結果になりました。 
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【年収について】 

 

４ 障がいのある方の工賃に対する考え方について 

 

 「現在の工賃に満足していますか？」の問に対して約半数の障がいのある方が「満

足している」と回答しています。調査に協力していただいた方のうち、工賃が 40,000

円以上と回答した方が 25%いた一方、20,000 円以下と回答した方が 38%という結果に

なりました。最も低い工賃の方は、2,400 円という結果になり、工賃 5,000 円以下でも

「満足している」という回答もある反面、工賃 40,000 円であっても「満足していない」

という回答も見られ、工賃に対しての考え方には、個人により大きな差がありました。 

「満足している」という回答が約半数を占める一方では、「B 型事業所を利用する上

で、困っていることはありますか？」の問に対しては、「収入が少ない」の回答が最も

多くなり、「安定した生活をおくるために必要な工賃は、いくらか？」という問に対し

ては、51％の障がいのある方が 20,000 円以上の工賃が必要と回答しており、就労継続

支援 B 型事業所を利用する障がいのある方は、より高い工賃を求めていると考えられ

ます。 
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300万円以上

無回答
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第６ 目標工賃について 

 

１ 県の目標工賃 

福島県全体の令和 5 年度までに目標とする工賃額は、次のとおりとします。 

 

月 額    ２０，０００ 円 

時間額       ２０６ 円 

 

 

２ 県の目標工賃の考え方について 

障がいのある方が地域で自立した生活を送るためには，収入が最低生活費を上回る

ことが最低限の条件となります。 

 下記のモデルケースで算出すると障がいのある方が地域で生活をしていくためには、

91,490 円の生活費が必要となります。 

 障がいのある方の主な収入は、障害基礎年金と工賃になっているため、このモデル

ケースの場合、障害基礎年金だけでは不足する 26,349 円の不足分を工賃で補う必要が

あります。 

 

  

  

３０歳、郡山市在住、1 人暮らし、障害基礎年金 2 級受給者 

① 生活扶助基準額（月額最低生活費） 

生活扶助基準（第 1 類＋第 2 類） ６８，４３０ 円 

障害者加算           ２３，０６０ 円 

計         ９１，４９０ 円 

② 障害基礎年金による所得 

       ２級 ７８１，７００円／年（月額 ６５，１４１円） 

 

③ 必要工賃月額（①－②＝③） 

９１，４９０円－６５，１４１円＝２６，３４９円 

 

 

本来であれば、26,349 円を月額目標工賃とするべきですが、令和元年度の工賃実績

が 14,926 円であり、月額目標工賃 20,000 円に及びませんでした。 

モデルケース 
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また、震災の影響等で思うように販路の拡大ができずに売上が伸びない事業所や避

難を余儀なくされている事業所もあること、現在の本県の工賃水準等を考慮して、月

額目標工賃を引き上げることは、適当ではないと考え、平成 19 年度から目標としてき

た月額 20,000 円を引き続き令和 5 年度の月額目標工賃とします。 

時間額工賃については、より実態に近づけた目標値を設定することとして生活調査

による 1 カ月あたりの平均通所日数（18.3 日）、1 日あたりの平均通所時間（5.3 時間）

を算定に用いて、206 円（20,000 円÷18.3 日÷5.3 時間）を令和 5 年度の月額目標工

賃とします。 

 

３ より高い工賃を目指して 

生活調査によると、障がいのある方の月額平均収入は、92,867 円となり、月額最低

生活費の 91,490 円を上回っていますが、地域移行・地域定着を進める中で、自立して

地域で生活していくためには、将来や万が一に備えた貯蓄をしていく必要もあり、余

暇を楽しむことも大切だと考えます。 

 生活調査の「休日や余裕のあるときに、どのように過ごしていますか？」の問に対

しては、「家でくつろぐ」、「散歩」という回答が多くなっています。しかしながら、「休

日や余裕のあるときに、どのように過ごしたいですか？」の問に対しては、「家でくつ

ろぐ」のほかに「買い物」、「旅行等」の回答が多く、収入が増えた場合には、障がいの

ある方の余暇の選択肢が広がり、就労以外の時間を有意義に過ごせるようになるので

はないかと考えます。 

月額の生活費を補うための工賃向上に向けては、事業所において障がいのある方が

働きやすい環境づくりや適切な仕事の配分も必要となっており、より高い工賃を得る

ためには、障がいのある方と事業所の努力とともに、企業や行政も含めた地域が一体

となって工賃向上に向けての取組を推進する必要があります。 

 

 

第７ 工賃向上へ向けての課題について 

 

目標工賃の達成に向けて、工賃実績や取組、令和元年度に実施した「就労継続支援 B

型事業所の工賃等に関する調査」（以下「事業所調査」という。）、生活調査から目標工

賃を達成するための課題を整理します。 

 

① 生産性向上、品質確保 

 事業所調査によると、工賃向上が難しい理由として「作業能力が低く、生産能力に
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限界がある」という回答が 36％を占め、「生産や品質が安定しないため」という理由も

19％を占めました。 

障がいの種別により長時間の作業ができないこと、得意不得意の作業があること、

新しい作業の習得に時間がかかることや、60 歳以上の利用者が全体の 10％を占め高

齢化も進んでいること等から、品質を保ちながら生産効率を上げることが難しくなっ

ています。 

 

② 商品開発、販路と受注の確保 

 事業所調査によると、工賃向上が難しい理由として「売上向上につながる商品がな

い」、「売上が伸びない」、「販路が確保、拡大できない」という理由がそれぞれ 20％以

上を占めました。 

 通常の業務に追われ、商品開発や商品ＰＲのための営業活動をする時間等が限られ、

新しい商品の開発や販路の確保が難しい状況となっています。 

「受注できる下請け作業の減少」という理由も 22％を占めました。 

下請け作業の受注を中心としている事業所も多く、地域の経済や業種の好不調によ

り仕事量が左右されるため、工賃向上が難しくなっています。 

 

 

③ 経営意識、組織体制 

 事業所調査によれば 98％の事業所が「工賃向上は必要」だと考えており、工賃向上

に関しての意識は高い状況です。 

しかしながら、福祉の専門家である事業所管理者や職員等にとっては、売上や費用

の管理、就労支援事業所会計の理解や企業や官公庁への営業活動等、事業所を運営し、

利益をあげるための企業的な経営感覚に乏しい状況となっています。 

また、「業務量に対して人手は足りていますか？」の問に対して、52％が「人手がや

や不足」、21％が「人手が不足している」と回答しており、事業所の人手不足も顕著と

なっています。 

生活調査においても、「B 型事業所を利用する上で困っていることはありますか？」

に対して、「体力的につらい」、「職場の人間関係が大変」等の回答がそれぞれ 10％前後

となっており、事業所で働く職員にとっても、事業所を利用する障がいのある方にと

っても、より働きやすい環境づくりが求められています。 

 

④ 工賃実績の二極化 

 令和元年度の事業所毎の月額平均工賃の最低額は 3,031 円、最高額は 42,210 円とな
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っており、その差は 39,179 円と、平成 29 年度の 37,388 円より開きが大きくなってい

ます。月額 20,000 円を超える事業所が 39 カ所ある一方、月額 5,000 円に満たない事

業所も 9 カ所あります。 

 また、圏域別において、いわき方部が 17,215 円、南会津方部が 9,174 円のように、

方部間の差も顕著になっています。 

 

⑤ 東日本大震災による影響 

 東日本大震災により、避難先で事業を再開している事業所は、施設や設備の問題か

ら震災前とは異なる生産活動にやむをえず取り組むこととなり、製品の質の確保、Ｐ

Ｒ、販路の確保が大きな課題となっています。 

また、事業所調査においては、工賃向上が難しい理由として、3％が東日本大震災に

よる影響（風評等）と回答しています。 

 

⑥ 新型コロナウイルス感染症による影響 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、自主製品の販売機会や企業からの受

注の減少等の影響があり、販売機会や新規受注の獲得、事業転換等が課題となってい

ます。 

 

第８ 推進方策 

 前プランにおける取組や第７の工賃向上へ向けての課題、事業所調査、生活調査で

支援の要望があった内容を参考として、次の取組を行います。 

 

１ 製造販売の支援と仕事の確保 

① 新製品の開発、提供する製品・サービスの質の向上 

 新製品の開発、既存製品のブラッシュアップを行い、より売れる製品作りや質の高

いサービスの提供に取り組み、生産性の向上、質の確保のために、専門家による作業

工程の見直し等を行います。 

 

専門家の派遣、製品開発支援、新しい技術習得のための研修会の開催、 

新商品開発コンクールの開催、商品見本市への出展 

 

② 共同販売会の開催、事業所製品のＰＲ 

 県内各方部や県外において共同販売会を開催し、事業所製品の質や味、安全性をＰ

Ｒし、事業所製品の売上の向上や販路拡大に向けて取り組みます。また、カタログや
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オンラインでの販売を促進します。 

 

③ 官公庁からの調達の促進 

平成 25 年 4 月から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進等に関する法律」に基づき、各年度に調達方針を定め、障がい者就労施設等から

の物品や役務の調達に取り組み、市町村や地方独立行政法人へも調達方針の作成及び

積極的な物品等の調達について働きかけを行います。 

 

④ 地域との連携 

パン、豆腐、農産物等、地域で消費されることを前提とした生産活動を行う事業所

も多いことから、地域で事業所を支える仕組み作りや下請け作業の確保のために、地

域企業や工場、官公庁等と協力体制を構築します。 

また、共同受注窓口において、発注元となる企業等のニーズの把握や事業所とのマ

ッチング等を進めていきます。 

 

各方部や県外での販売会の開催、展示・試食会の開催 

庁内における事業所製品・サービスの PR、市町村等への協力依頼、官公庁・地域企業・

団体等への営業活動、地域行事への参加、共同受注窓口の強化 

 

⑤ 農福連携 

農業分野での障がい者の就労を支援し、障がい者の職域・収入拡大を図るため、農

福連携について理解を深める研修会の開催や、人手不足の農家等への働く障がい者の

派遣調整など、農業と福祉の連携を促進します。また、農林水産部局や JA 等と連携

し、農福連携の認知度向上を図り、障がい者の活躍の場を創出します。 

 

働く障がい者の農家等への派遣調整、就農体験会の企画、事業所に対する農業技術の

指導・助言、食品加工や農業に関する研修会の開催、県内外におけるマルシェの開催、

加工食品の企画、開発、販売支援 

 

 

 

２ 事業所経営、管理体制の強化 

① 経営意識向上 

 企業的な経営手法への意識改革を推進するため、研修会の開催や他県等の工賃が高
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い先進事業所から学ぶ機会を設けます。 

 

経営意識向上研修会の開催、経営相談の実施、モデル事業所の視察 

 

② 事業所会計等支援 

 会計や事務の専門職員が不足しており、工賃向上のための日々の収入や費用の管理

が滞りがちな事業所を支援するため、就労支援事業会計を学ぶ機会を設けます。 

また、新規開設事業所等で経営経験が不足している事業所を積極的に支援します。 

 

専門家の派遣（会計、労務管理） 

 

③ 工賃向上計画策定支援 

 事業所において策定した工賃向上計画のとおりに計画が実行され有効に機能されて

いるかについて、目標を達成するための PDCA サイクルを確立します。 

 

専門家の派遣 

 

 

 

３ 震災復興 

 避難先で事業を再開している事業所については、新しい地域での販路拡大、地域で

の連携づくりを支援します。 

 また、風評等で売上が低下している事業所については、放射能検査について徹底し、

安心、安全な製品作りを行う体制を整え、全国的な販路の拡大を支援します。 

 

販路拡大のための営業活動、優先的な販売支援、安全、安心な製品を作るための研修

会の開催 

 

 

第９ 一般就労への移行促進 

 

１ 現状と課題 

①  福祉施設から一般就労への移行促進 

第６期福島県障がい福祉計画（案）では、福祉施設の利用者のうち就労移行支援事
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業等を通じて令和 5 年度中に一般就労に移行する障がいのある方の目標値を 187 人と

しています。 

また、本県の一般民間企業における障がい者の雇用状況は、令和元年 6 月 1 日現在、

5,126.0 人（短時間労働者は 0.5 人で積算）で前年度を 176.5 人上回りました。雇用率

は、2.11％で前年比 0.07 ポイント上昇し、全国平均と同率でした。 

 

② 職場定着への支援 

 障がいのある方の職場定着は、企業内で支援体制を確保することは、困難な場合が

多いと考えられるため、職場適応援助者（ジョブコーチ）等を活用する必要がありま

す。 

また、不適応が発生する要因をみると、仕事や人間関係によるストレス等により、

精神的に不安定になる場合も多いことから、日常的な支援も重要と考えられます。 

 

③ 就労訓練の充実促進 

求職される障がいのある方で、一般就労に結びつくケースが、非常に少ない現状と

なっています。 

 

２ 推進方策 

① 障害者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所等との連携強化 

福祉施設から一般就労への移行を促進するため、障害者就業・生活支援センターや

就労移行支援事業所、就労定着支援事業所等と緊密に連携・協力して、就労支援策の

充実を図ります。 

また、法定雇用率達成のため、事業主に対し障害者雇用率制度を周知するとともに、

障害者雇用給付金制度による障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金制度の啓発に

努め、公共職業安定所（ハローワーク）等関係機関と連携を図り、障がい者雇用の水準

を高めることを目的とします。 

 

② 職場定着が困難な障がいのある方に対して、職場適応援助者等と支援の推進 

トライアル雇用、障がい者委託訓練、職場適応訓練や職場適応援助者（ジョブコー

チ）等を活用することで、公共職業安定所（ハローワーク）等と連携を図りながら、就

職後の職場定着支援をより適切かつ効果的な支援を実施します。 

このような支援をより一層充実させることで、障がいのある方を総合的・効果的に

障がい者雇用の就労・職場定着まで、計画的にきめ細かい支援に努めます。 
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③ 一般就労をめざす障がいのある方の職場適応能力等を向上させるための職場適応

訓練等の充実促進 

一般就労をめざす障がいのある方の集中力、人間関係、仕事に対する適応能力等の

向上を図るため、職場適応訓練等を行うことが必要であるため、障害者職業センター

等と連携強化を図り充実促進に努めます。 

 

 

第１０ 進行管理（点検・評価を含む） 

 毎年度、実施状況の点検及び評価を行い、必要に応じて、随時、計画の見直しを実施

します。 

 

１ 進行管理体制 

「福島県工賃向上プラン推進会議」を設置し、計画の進行管理を行います。 

 

２ 推進会議の役割 

 ① 各年度における計画の達成状況の点検及び評価を行い、就労継続支援 B 型事業

所における工賃向上を図るための方策の検討や助言等を行います。 

② 取組状況の調査等を実施するとともに、推進会議の助言等を踏まえ、工賃向上

を図るための対策の検討等を行います。 


